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● 耐震改修の課題 -2

都沿道事業、これ迄の１０年、これからの展望
　２０１１年３月１１日、東京都は緊急輸送道路沿道建築物

の耐震化を推進する条例を公布した。

　この事業は、全国の自治体に先駆けて、都市の市街地

に建つ民間建築物の耐震化を促進しようとする画期的な

事業である。

　東日本大震災発生と同時期に開始されたこの事業は

１０年経過し、総括すべき時期に来ている。

　この事業で、東京都が指定した緊急輸送道路沿道の耐

震道路斜線にかかる高層建物は、１８，４５２棟あり、この

内４，８３９棟が旧耐震基準の建物であった。

　４，８３９棟の旧耐震建物の内、耐震診断を実施した建

物は４，７３０棟で、耐震診断を必要とする建物の９８％に

達する。

　耐震診断はほぼ達成されたが、診断の結果、耐震性に

問題がある建物はどうなったのであろうか？

　２０２０年６月現在の集計によると、４，７３０棟の半数

弱：２，２３０棟は、診断の結果Ｉｓ値が０．６以上あるか、又

は補強により耐震安全性が確保された。

　過半数の２，５００棟の建物は、耐震性に問題があり、

大地震時に被害が発生すると判定されたにもかかわら

ず、耐震補強工事が実施されていない。

　取分け１，２００棟の建物がＩｓ値が０．３を下回り、倒壊の

危険性が高い状態にある。

　この結果をどう考えたらよいのであろうか。

　耐震診断は成功したが、その結果として対策が求めら

れた建物の過半は、耐震改修・補強といった対策がなさ

れていない。

　さらに言えば、これまでの１０年間は、耐震診断は促

進されたが、耐震改修は促進出来なかった。

　一般的に都市の改造は一朝一夕に達成されない。

　その２倍以上の長い期間を要する。

　これまでの１０年間が耐震診断を実施するための期間

だとすれば、これからは耐震補強を実現するための期間

である。

　緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例は

「耐震診断を促進する条例」から「耐震改修を促進する条

例」に手直しする必要があろう。

　現在の東京都沿道の集計結果から、阪神大震災で被害

が大きかった「下駄ばきマンション」をサンプルに直下型

地震の被害を予測してみよう。

　Ｉｓ値０．３以下の建物は、第二種構造要素の下階壁抜け

柱を多数有する所謂「ピロティ―型建物」で、「下駄ばきマ

ンション」形式の建物は、この１，２００棟の中に多く含ま

れていると思われる。

　都沿道事業により下駄ばきマンションが耐震改修に成

功した事例は、聞いたことがない。

　首都直下型地震で大破・層崩壊する可能性が高い「下

駄ばきマンション」が１，２００棟ほど残されている。

　店舗や施設階がにぎわう時間に大地震が発生した場

合、１棟に１００人の人が居れば１２万人が建物内で被災

することになる。更に１０人に１人の人が逃げ遅れたと

すれば、１万２，０００人の人が人命を失うこととなる。

　地震発生時間が阪神大震災と同じ、午前５時４６分ご

ろであれば、店舗・事務所階に滞在する人数は少なく、

失われる人命も少なく、解体処分する１，２００棟のがれき

が残るだけで済む。

　発生時間が関東大震災と同じ午前１１時５８分や、東日

本大震災と同じ午後１４時４６分頃であれば、１万２，０００

人の人命が失われる可能性が高く、１，２００棟以上の建物

のがれきが都が指定した緊急輸送沿道に残されることに

なる。

　もし後者の被害が発生すれば、莫大な費用を投じて実

施された「耐震診断助成金」は何のためだったのか？　税

金の無駄使いではなかったのか？　と、都政への批判が

上がると思われる。

　条例開始後１０年、耐震改修のための制度設計の見直

しが強く求められる。
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阪神大震災で被災した下駄ばきマンション。
地上 5階建ての 1階の左側が層崩壊している。


